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１

ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
及
び
人
事
委
員

会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
教
授
、
助
教
授
、」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
三
種
、」
を
削
る
。

附
則
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数

等
）

５

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
特
定
職
員
（
第
三
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
職
員
を
い
う
。
）
以
外
の
職
員
（
以
下
「
一
般

職
員
」
と
い
う
。
）
を
条
例
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
（
第
三

十
八
条
又
は
第
三
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
を
除

く
。
）
を
さ
せ
る
場
合
の
号
給
数
は
、
次
項
に
規
定
す
る
そ
の
者
の
勤
務

成
績
に
応
じ
て
定
め
る
基
準
と
な
る
号
給
数
（
以
下
「
基
準
号
給
数
」
と

い
う
。
）
に
相
当
す
る
数
（
前
年
の
昇
給
日
後
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た

一
般
職
員
又
は
同
日
後
に
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
二
項

（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十

一
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
一
般
職
員
に
あ
つ
て
は
、
基
準

号
給
数
に
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
又
は
号
給
を
決
定
さ
れ
た
日
か
ら

こ
れ
ら
の
日
直
後
の
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
月
数
（
一
月
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。
）
を
十
二
月
で
除
し
た
数

を
乗
じ
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
数
）
）
に
相
当
す
る
号
給
数
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
一
般
職
員
に
あ

つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
一
般
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

一
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
が
零
と
な
る
一
般
職
員

二
　
次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
一
般
職
員
で
各
任
命
権
者
が
昇
給
さ
せ
る
こ

と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の

６

一
般
職
員
の
基
準
号
給
数
は
、
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
勤
務
成
績
の

証
明
に
基
づ
き
、
当
該
一
般
職
員
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
一
般
職
員
の
い

ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
数
と
す
る
。

一
　
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
一
般
職
員
　
六
号
給
以
上
（
条
例
第

五
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
般
職
員
に
あ
つ
て
は
、
三
号

給
以
上
）

二
　
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
一
般
職
員
　
四
号
給
（
条
例
第
五
条
第
七

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
般
職
員
に
あ
つ
て
は
、
二
号
給
）

三
　
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
一
般
職
員
　
三
号
給
以

下
（
条
例
第
五
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
般
職
員
に
あ
つ

て
は
、
一
号
給
以
下
）

７

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
つ
て
昇
給
日
前
一
年
間

（
当
該
期
間
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
一
般
職
員
に
あ
つ

て
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
末
日
ま
で

の
期
間
）
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
日
数
以
上
の
日
数
を
勤
務
し

て
い
な
い
一
般
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
一
般
職
員
に
つ
い
て

は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
一
般
職
員
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、

前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

８

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が

属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ

の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
当
該
昇
給
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す

る
異
動
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
一
般
職
員
に
あ
つ
て

は
、
当
該
異
動
後
の
号
給
）
の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給

数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す
る
号
給
数
と
す
る
。

９

附
則
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
一
般
職
員
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
決

定
す
る
一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
の
合
計
は
、
各
任
命
権
者
の
一
般
職

員
の
職
員
数
等
を
考
慮
し
て
各
任
命
権
者
ご
と
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る

号
給
数
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
ニ
の
表
中
「
特
殊
学
校
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
第5

3

条
た
だ
し
書
」
を
「
第8

5

条
た
だ
し
書
」
に
改
め

る
。

「

別
表
第
七
イ
の
表
中

「
を」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
七
ハ
の
表
中「

を
」に

改
め
る
。

」

「

別
表
第
七
ニ
の
表
中

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

」

」

「

「
を
」

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
七
ヘ
の
表
中

」

「
を

人

事

委

員

会

規

則

特
殊
学
校
　
　
　
特
別
支
援
学
校

第
5
3
条
た
だ
し
書
　
　
　
第
8
5
条
た
だ
し
書
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２

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
七
チ
の
表
中

「
を
」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
の
改

正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等

の
基
準
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
昇
格

者
の
号
給
）

３

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
昇
格
し
た
職
員
で
当
該
昇
格
の
日
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前

の
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
規
定
に
よ
り
決

定
さ
れ
た
号
給
（
以
下
「
改
正
前
の
号
給
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
が

同
日
に
お
い
て
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
号
給
（
以
下

「
改
正
後
の
号
給
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
を
超
え
る
も
の
の
号
給

は
、
同
日
に
お
け
る
改
正
前
の
号
給
を
も
っ
て
、
そ
の
者
の
同
日
に
お
け

る
改
正
後
の
号
給
と
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
及
び
人
事
委
員
会
規

則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
及
び
人
事
委
員

会
規
則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

（
規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

規
則
七
―
四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
「
学
校
教
育
法
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
専
門

学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人

事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
卒
業
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の

定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
期
間
。
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
（
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委

員
会
の
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

（
規
則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部
改

正
）

第
二
条

規
則
八
―
七
（
職
員
の
大
学
院
派
遣
研
修
費
用
の
償
還
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四

条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
一
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及

び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
湯
沢
市
本
庁
の
項
中
「
─
課
長
」
を
「
─
会
計
管
理
者
、
課

「
教
育
委
員
会
─
教
育
長
、
教
育

長
」
に
改
め
、
同
表
大
仙
市
本
庁
の
項
中
　
　
　
　
　
　
─

事
務
局
　
　
─
事
、
参
事
、
課

「
会
　
計
　
課
─
会
計
管
理
者
、
課
長

次
長
、
主
席
参
　
　
　
　
　
　
　
　
─

を
　
教
育
委
員
会
─
教
育
長
、
教
育
次
長
、
主
席
参
　
に

長
、
室
長
　
　
」

─

事
務
局
　
　
─
事
、
参
事
、
課
長
、
室
長
　
　
」

改
め
、
同
表
上
小
阿
仁
村
本
庁
の
項
中
「
村

長

部

局
─
主
幹
、
課
長
、
室

「
村

長

部

局
─
課
長
、
参
事

長
、
参
事
」
を
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

出
　
納
　
室
─
会
計
管
理
者
、
室
長
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
（
号
外
第
六
号
）
掲
載
の
人
事
委
員
会
規
則

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
等
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
）

（
原
稿
誤
り
）

三
　
　
　
中
　
　
三
十
六
　
第
二
条
　
　
　
　
　
　
第
三
条

（
印
刷
誤
り
）

四
　
　
　
中
　
　
三
十
五
　
第
四
条
第
二
号
　
　
　
第
四
項
第
二
号

36

36

37

38

39

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

50

51

42

42

43

43

44

44

45

45

45

41

42

42

42

43

43

43

44

46

46

46

47

47

44

44

45

45

46

46

古紙配合率100％
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行
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田
　
　
県
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田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
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b
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m
atsu

b
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正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　

誤
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　


